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国土交通省近畿運輸局国土交通省近畿運輸局「ホワイト物流」推進運動の概要

以下のような点への国民の理解と協力をお願いす
る。

宅配便の再配達の削減
集荷・配達サービスの見直しへの理解
引越時期の分散
ＳＡ・ＰＡの大型車ｽﾍﾟｰｽに駐車しない 等

運動の趣旨へ賛同するとと
もに、具体的な取組項目に
ついて自主行動宣言を提
出・公表するとともに、取組
を実施。

荷待ち時間の削減
荷役の機械化
契約の書面化 等

労働条件・労働環境の改善に
取り組むとともに、荷主企業・
元請事業者等に対し、物流の
改善に関する提案を行い、実
施する。

働きやすい環境の整備
女性運転者の活用
物流の改善提案 等

物流事業者

国民

企業等

連携して取組を推進

トラック運転者不足に対応し、我が国の国民生活や産業活動に必要な物流機能を安定的に確保するとともに、我が国経済のさらなる成長に寄
与するため、
①トラック輸送の生産性の向上・物流の効率化
②女性や高年齢層を含む多様な人材が活躍できる働きやすい労働環境の実現
に取り組む運動を、荷主、物流事業者等関係者が連携し、強力に推進する。

• （具体的な取組内容）
荷主・物流事業者の取組事例の集約及びセミナーによ
る展開

荷主等に対する「ホワイト物流」推進運動の参加に向け
た呼びかけ
ポータルサイトの運営

○必須項目
（取組方針）

・事業活動に必要な物流の持続的・安定的な確保を経営課題として認識し、生産性
の高い物流と働き方改革の実現に向け、取引先や物流事業者等の関係者との相互
理解と協力のもとで、物流の改善に取り組みます。

（法令遵守への配慮）

・法令違反が生じる恐れがある場合の契約内容や運送内容の見直しに適切に対応
するなど、取引先の物流事業者が労働関係法令・貨物自動車運送事業関係法令を
遵守できるよう、必要な配慮を行います。

（契約内容の明確化・遵守）

・運送及び荷役、検品等の運送以外の役務に関する契約内容を明確化するととも
に、取引先や物流事業者等の関係者の協力を得つつ、その遵守に努めます。

自主行動宣言

○推奨項目
Ａ．運送内容の見直し
・予約受付システムの導入
・発荷主からの入出荷情報等の
事前提供
・リードタイムの延長 等
Ｂ．運送契約の方法
・運送契約の書面化の推進
・下請取引の適正化 等

Ｃ．運送内容の見直し

・働き方改革等に取り組む物流事業者の
積極的活用 等
Ｄ．運送契約の方法
・荷役作業時の安全対策
・異常気象時の運行の中止・中断 等
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国土交通省近畿運輸局

トラック輸送の将来の担い手を確保するためには、職業として
の運転者の魅力を高めることが必要。

人材が得られなければ、物流は停滞し、国民生活や産業活動
にも影響。

運転者不足が深刻な中で、必要な物流の確保と､長時間労働
の是正等の働き方改革を両立することは容易ではない。

だからこそ、サプライチェーンの関係者が連携し、少しでも早く、
具体的な物流の改善に取り組むことが必要。

ドライバーの労働環境改善

ドライバーの地位向上 （エッセンシャルワーカーとしての社会的認知など）

「ホワイト物流」推進運動の背景

２



国土交通省近畿運輸局自主行動宣言 重点項目

推奨項目分類別の宣言件数 (令和3年3月時点)

51%

12%

6%

17%

14%

Ａ 運送内容の見直し

Ｂ 運送契約の方法

Ｃ 運送契約の相手方の選定

D 安全の確保

E その他

長時間労働是正に結び付く「運送内容

の見直し」が半数を占めており、契約に

関わる推奨項目の宣言をしている件数

は18％であり、非常に低い状況。

従来のホワイト物流自主行動宣言の推奨項目の裾野を広げるなど、より広範な
事項が宣言を可能とするものと知ってもらう。特に以下の４項目は重点項目として
一層推進する。

〇 標準的な運賃

〇 パレット化の推進

〇 荷待ち対策ガイドラインを参考とした取り組み

〇 運送業界のプレゼンス向上の観点から送料無料表記の改善

（ 参考 ）
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